
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

、
、描画装置の ヘッドの スキャン方向（Ｙ方向）への所

定のスキャン単位、及びスキャン方向と垂直方向 （Ｘ
方向）への所定の送り単位にて、

描画工程を 、
前記描画工程は、同一の繰り返しパターンを 含むパターン単位に対し、各パターン
単位をそれぞれ 同一の送り条件にて描画する工程を含むこ
とを特徴とするフォトマスクの製造方法。
【請求項２】

ことに
よって、各パターン単位がそれぞれ同一の送り条件にて描画されることを特徴とする請求
項１に記載のフォトマスクの製造方法。
【請求項３】
前記描画工程は、前記パターン単位に対し、同一のスキャン条件で描画する工程を含むこ
とを特徴とする請求項１又は２に記載のフォトマスクの製造方法。
【請求項４】

、
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、描画装置の ヘッドの スキャン方向（Ｙ方向）への所
定のスキャン単位及びスキャン方向と垂直方向 （Ｘ方
向）への所定の送り単位にて、

描画工程を 、
前記描画工程は、繰り返しパターン部と通常パターン部を別の描画工程で描画を行い、
繰り返しパターン部の描画を、同一の繰り返しパターンを含むパターン単位に対し、各パ
ターン単位がそれぞれ 同一の送り条件 同一のスキャ
ン条件となるように描画することを特徴とするフォトマスクの製造方法。
【請求項５】
前記フォトマスクが、液晶表示装置を作成するためのフォトマスクであり、前記パターン
単位が、前記液晶表示装置の画素を作成するための画素パターンを整数個含むことを特徴
とする請求項１～４から選ばれる一項に記載のフォトマスクの製造方法。
【請求項６】
前記フォトマスクが、遮光膜が形成された遮光部と、透 部と、マスクを使用する露光機
の解像限界以下のパターン寸法を有する遮光膜パターンを配列した領域であって露光光の
一部を透過するグレートーン部とを有するグレートーンマスクであって、

ことを特徴とする請求項１～５から選ばれる一項に記載
のフォトマスクの製造方法。
【請求項７】
請求項１～６に記載の製造方法を用いて製造したことを特徴とするフォトマスク。
【請求項８】
請求項７のフォトマスクを用いてパターン転写を行うことを特徴とするパターン転写方法
。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、繰り返しパターンの描画工程を含むフォトマスクの製造方法及びフォトマスク
に関し、特に精密な繰り返しパターンを含むグレートーンマスクの製造方法及びグレート
ーンマスクに関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、大型ＬＣＤ用マスクの分野において、グレートーンマスクを用いてマスク枚数を削
減する試みがなされている（月刊ＦＰＤ　Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ，１９９９年５月）
。
ここで、グレートーンマスクは、図１０（１）に示すように、遮光部１と、全透過部２と
、グレートーン部３とを有する。グレートーン部３は、例えば、グレートーンマスクを使
用する大型ＬＣＤ用露光機の解像限界以下のパターン寸法を有する微細遮光パターン３ａ
を形成した領域であって、この領域を透過する光の透過量を低減（一部透過）しこの領域
による照射量を低減してフォトレジストの膜厚を他の領域に対し選択的に変えることを目
的として形成される。遮光部１と微細遮光パターン３ａはともにクロムやクロム化合物等
の同じ材料からなる同じ厚さの膜から通常形成されている。全透過部２と微細透過部３ｂ
はともに、透明基板上において遮光膜等が形成されていない透明基板の部分である。
グレートーンマスクを使用する大型ＬＣＤ用露光機の解像限界は、ステッパ方式の露光機
で約３μｍ、ミラープロジェクション方式の露光機で約４μｍである。このため、例えば
、図１０（１）でグレートーン部における微細透過部３ｂのスペース幅を３μｍ未満、露
光機の解像限界以下の微細遮光パターン３ａのライン幅を３μｍ未満とする。上記大型Ｌ
ＣＤ用露光機で露光した場合、グレートーン部３を通過した露光光は全体として露光量が
足りなくなるため、このグレートーン部３を介して露光したポジ型フォトレジストは膜厚
が薄くなるだけで基板上に残る。つまり、レジストは露光量の違いによって通常の遮光部
１に対応する部分とグレートーン部３に対応する部分で現像液に対する溶解性に差ができ
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るため、現像後のレジスト形状は、図１０（２）に示すように、通常の遮光部１に対応す
る部分１’が例えば約１．３μｍ、グレートーン部３に対応する部分３’が例えば約０．
３μｍ、全透過部２に対応する部分はレジストが残存しない部分２’となる。そして、レ
ジストが残存しない部分２’で被加工基板の第１のエッチングを行い、グレートーン部３
に対応する薄い部分３’のレジストをアッシング等によって除去しこの部分で第２のエッ
チングを行うことによって、１枚のマスクで従来のマスク２枚分の工程を行い、マスク枚
数を削減する。
【０００３】
上述したグレートーンマスクの製造におけるレーザービーム描画装置による描画工程では
、規則的に配置されている画素などのパターン部分と不規則な構成のパターン部分とを区
別することなく一律に描画していた。具体的には、例えば、図１３に示すように、画素等
における規則的な繰り返しパターン領域１０について、描画機では、描画するパターンの
繰り返し単位１１とは無関係に、描画機が有している固有の描画単位１２を区切りとして
連続的に描画している。つまり、描画機が有している固有の描画単位１２内のパターン全
体を一つのパターンとして描画している。この場合、図１４に示すように、レーザービー
ムのスキャン方向（ビームの振り幅の方向）に沿って、ビームのポジションに対応して規
則的に描画の線幅や座標位置の精度に若干の差異が発生する。つまり、レーザービームの
スキャン方向に沿って、描画機固有の描画精度の乱れが規則的に発生する。そして、図１
５に示すように、スキャン方向に隣接する各パターンの繰り返し単位１１が、ビームの振
り幅１３（スキャン長、１回のスキャンで描画する範囲）に沿った異なるビームのポジシ
ョンａ、ｂでそれぞれ描画されることから、各パターンの繰り返し単位１１における異な
る位置に線幅等の差異が現れ、繰り返しパターンの形状等の均一性の悪い描画パターンと
なってしまう。したがって、描画パターンに対応して実際に形成されるパターンについて
も、パターンの線幅や座標位置の精度の微妙な差異により、繰り返しパターン領域で周期
的にむら（目視でわかるすじ）が現れたり、繰り返しパターンの形状等の均一性の悪いマ
スクとなってしまうという問題がある。特に、グレートーン部を構成する微細パターンは
、通常繰り返しパターンであるため、むらの発生等が問題となる。
また、例えば、ＴＦＴ（薄膜トランジスタ）液晶表示装置（ＬＣＤ）用マスクにおける、
画素内のチャネル部分に着目した場合、図１６に示すように、ビームの振り幅１３と、画
素１４のＹ方向長さとは一致せず、各画素を描画するビームのポジションが画素毎に異な
るため、同じ条件で描画されず、チャネル部分１５の寸法精度に繰り返しむらが出る。例
えば、ビームの振り幅１３における中央部分のポジション１３ｂで描画精度（寸法精度）
が良好でその前後のポジション１３ａ、１３ｃで描画精度が悪い場合、画素１４ａのチャ
ネル部分１５の寸法精度は良好で、画素１４ｂのチャネル部分１５の寸法精度は悪くなる
。
液晶ディスプレイの製造に用いられるフォトマスクにおいて、上記と同様の問題点を解決
するために、パターンのピッチと描画継ぎ部のピッチとの比が、前記パターンのピッチと
前記描画継ぎ部のピッチとの最小公倍数が１ｍｍ以下となるような整数比とすることで、
周期的なパターンむらを防止する技術が －２５０１９７号公報に開示されて
いる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
上記のような問題は、グレートーンマスクの微細繰り返しパターンからなるグレートーン
部についても同様であり、例えば、Ｌ＆Ｓからなるグレートーン部について、描画機固有
の描画単位でラインを分断して描画を行うと、上記と同様の問題が生じる。
上記公報に記載した方法は、スキャン方向（Ｙ方向）について生じる周期的なパターンむ
らを防止したものであるが、例えばレーザ描画装置においては、スキャン方向と垂直な方
向（Ｘ方向）に対しても、装置固有のレーザビーム（ビームスポット）のビーム径（グリ
ッド）のピッチでビームが送られる。このとき、ビームのパワーを調整して描画パターン
の線幅の制御を行っている。
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その際、装置固有のレーザービーム（ビームスポット）のＸ方向送り幅に対応するグリッ
ドに関しては、図１７に示すように、画素のＸ方向長さ（設計データ）１６は、グリッド
１７が整数個収まるように考慮して設計されないので、各画素におけるグリッドの頭１７
ａがずれる。各画素の左端においてグリッドの頭がずれることにより、図１８に示すよう
に、各画素１４内のチャネル部分１５を描画するグリッド１７の位置がずれる。
また、レーザ描画機では、グリッド１７の位置がずれても理論上各画素のチャンネル部分
１５の線幅が異なることはないが、実際は、各画素のチャンネル部分１５の線幅が異なっ
てしまうという問題点が判明した。従って、上記公報に記載の技術を用いたのみでは、例
えばグレートーンマスクの精密な微細パターンを寸法精度よく描画するには不充分である
という問題点があった。
また、上記従来技術においては、描画継ぎ部のピッチを、マスク描画機のヘッドのスキャ
ン幅、及びステージの送りピッチを制御することによって行っている。しかしながら、ス
キャン幅（ビーム振り幅）を描画継ぎ部のピッチに合わせることは、装置構成の変更を要
し、しかも描画継ぎ部はフォトマスク毎に異なるため、スキャン幅を毎回変更することは
現実的に不可能であるという問題点があった。
また、フォトマスクのパターンとして、繰り返しパターンからなる繰り返しパターン部と
その他のパターンからなる通常パターン部とからなる場合、従来は、マスク全体のデータ
領域を、一つの描画データとして扱うことから、データ容量が膨大になってしまうという
問題がある。特に、グレートーン部を構成する繰り返しパターンは微細であるため、デー
タ作成におけるデ－タ容量が膨大となる場合があり、描画機および描画機に付随するデー
タ変換機の能力を超えてしまうという問題がある。
【０００５】
本発明は、繰り返しパターン領域における形状等の均一性が高く、むらの少ないグレート
ーンマスクなどのフォトマスクの製造方法（描画方法）等の提供を第一の目的とする。
また、各画素における形状・寸法等の均一性が高くむらの少ない液晶表示装置等を製造で
きるグレートーンマスクなどのフォトマスクの製造方法（描画方法）の提供等を第二の目
的とする。
さらに、描画データの容量を低減できるグレートーンマスクなどのフォトマスクの製造方
法（描画方法）等の提供を第三の目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
本発明は以下の構成を有する。
【０００７】
（構成１）　描画装置のヘッドのスキャン方向（Ｙ方向）への所定のスキャン単位、及び
スキャン方向と垂直方向（Ｘ方向）への所定の送り単位にて描画を行う描画工程を含むフ
ォトマスクの製造方法において、
前記フォトマスクのパターンは、繰り返しパターンを含み、
前記描画工程は、同一の繰り返しパターンを含むパターン単位に対し、各パターン単位を
それぞれ同一の送り条件にて描画する工程を含むことを特徴とするフォトマスクの製造方
法。
【０００８】
（構成２）　パターン単位に対して、描画開始点に送り単位を頭だしすることによって、
各パターン単位がそれぞれ同一の送り条件にて描画されることを特徴とする構成１又は２
に記載のフォトマスクの製造方法。
【０００９】
（構成３）　パターン単位が送り単位の略整数倍となるようにパターンデータを縮小又は
拡大して送り単位に対する描画データを設定し、描画時に元の大きさにそれぞれ拡大又は
縮小して描画することによって、各パターン単位がそれぞれ同一の送り条件にて描画され
ることを特徴とする構成２に記載のフォトマスクの製造造方法。
【００１０】

10

20

30

40

50

(4) JP 3590373 B2 2004.11.17



（構成４）　前記描画工程は、前記パターン単位に対し、同一のスキャン条件で描画する
工程を含むことを特徴とする構成１～３から選ばれる一項に記載のフォトマスクの製造方
法。
【００１１】
（構成５）　描画装置固有のヘッドのスキャン単位における前記スキャン単位よりも小さ
い所定範囲を描画に用いることによってスキャン単位の幅をパターン単位の幅に一致させ
ることで、前記パターン単位に対し、同一のスキャン条件で描画することを特徴とする構
成４に記載のフォトマスクの製造方法。
【００１２】
（構成６）　繰り返しパターンを含むパターンを、描画装置のヘッドのスキャン方向（Ｙ
方向）への所定のスキャン単位及び及びスキャン方向と垂直方向（Ｘ方向）への所定の送
り単位にて描画を行う描画工程を含むフォトマスクの製造方法において、
前記フォトマスクのパターンは、繰り返しパターンを含み、
前記描画工程は、同一の繰り返しパターンを含むパターン単位に対し、描画装置固有のヘ
ッドのスキャン単位における前記スキャン単位よりも小さい所定範囲を描画に用いること
によってスキャン単位の幅をパターン単位の幅に一致させることで、前記パターン単位に
対し、同一のスキャン条件で描画することを特徴とするフォトマスクの製造方法。
【００１３】
（構成７）　描画装置のヘッドのスキャン方向（Ｙ方向）への所定のスキャン単位及びス
キャン方向と垂直方向（Ｘ方向）への所定の送り単位にて描画を行う描画工程を含むフォ
トマスクの製造方法において、
前記フォトマスクのパターンは、繰り返しパターンからなる繰り返しパターン部とその他
のパターンからなる通常パターン部とを含み、
前記描画工程は、繰り返しパターン部と通常パターン部を別の描画工程で描画を行い、
繰り返しパターン部の描画を、同一の繰り返しパターンを含むパターン単位に対し、各パ
ターン単位がそれぞれ同一の送り条件及び／又は同一のスキャン条件となるように描画す
ることを特徴とするフォトマスクの製造方法。
【００１４】
（構成８）　前記フォトマスクが、液晶表示装置を作成するためのフォトマスクであり、
前記パターン単位が、前記液晶表示装置の画素を作成するための画素パターンを整数個含
むことを特徴とする構成１～７から選ばれる一項に記載のフォトマスクの製造方法。
【００１５】
（構成９）　前記フォトマスクが、遮光膜が形成された遮光部と、透過部と、マスクを使
用する露光機の解像限界以下のパターン寸法を有する遮光膜パターンを配列した領域であ
って露光光の一部を透過するグレートーン部とを有するグレートーンマスクであって、前
記グレートーン部が繰り返しパターンを含むことを特徴とする構成１～８から選ばれる一
項に記載のフォトマスクの製造方法。
【００１６】
（構成１０）　構成１～９に記載の製造方法を用いて製造したことを特徴とするフォトマ
スク。
【００１７】
（構成１１）　構成１０のフォトマスクを用いてパターン転写を行うことを特徴とするパ
ターン転写方法。
【００１８】
【作用】
構成１によれば、繰り返しパターンを含むパターンを、描画装置のヘッドのスキャン方向
（Ｙ方向）への所定のスキャン単位及び及びスキャン方向と垂直方向（Ｘ方向）への所定
の送り単位にて描画を行う描画工程を含むフォトマスクの製造方法において、前記描画工
程は、同一の繰り返しパターンを含むパターン単位に対し、各パターン単位がそれぞれ同
一の送り条件にて描画する工程を含むことによって、それぞれのパターン単位において同
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じ箇所に同じレーザビームにて同じパワーで描画されるため、Ｘ方向で周期的に発生する
パターンむらの発生を防止することができ、パターン単位における同一箇所での線幅のば
らつきを防止することができる。
なお、パターン単位は、最小繰り返し単位に限らず、最小繰り返し単位を複数合わせた繰
り返し単位を含む。また、パターンの繰り返し単位は、後述する画素に限らず、画素内に
おけるパターンの繰り返し単位、周辺領域におけるパターンの繰り返し単位、グレートー
ンマスクのグレートーン部におけるパターンの繰り返し単位も含む。
また、同一の送り条件とは、ビーム径（グリッド）の配置が各パターン領域で同じ配置と
なるように送られるような条件である。
【００１９】
また、構成２によれば、パターン単位に対して、描画開始点に、送り単位を頭だしするこ
とによって、確実に、各パターン単位がそれぞれ同一の送り条件にて描画されるようにす
ることが可能である。
描画開始点に送り単位を頭だしする例として、例えば、図１に示すように、各所定描画単
位２０における左端から常に描画を開始するようにグリッドの頭１７ａを各所定描画単位
２０の左端に合わせて行う。これにより、各所定描画単位２０における各パターン１８は
、常に同じグリッド条件で描画される。この場合、描画単位からはみ出て描画された部分
は次の描画の際に再度描画されることになるが、全ての描画単位で同じ条件で２度描画さ
れるので、描画単位間の寸法ばらつきという点では問題ない。このグリッドの頭出しは、
レーザーヘッド及び／又はステージを位置合わせして行うことができる。この方法は、各
パターン単位を繰り返しパターンデータを用いて繰り返し描画する際に用いることができ
る。
【００２０】
また、構成３によれば、パターン単位が送り単位の略整数倍となるようにパターンデータ
を縮小又は拡大して送り単位に対する描画データを設定し、描画時に元の大きさにそれぞ
れ拡大又は縮小して描画する。即ち、各パターン単位がそれぞれ同一の送り条件にて描画
されるようにするには、パターン単位がビーム径の整数倍となることが最も好ましい。し
かしながら、通常の描画機はビーム径を変化させることができないため、パターン単位が
ビーム径の整数倍と一致することは非常に稀である。即ち、図２（１）に示されるように
、通常はパターン単位の端部はグリッドにのらない（はみ出てしまう）。そこで、図２（
２）に示されるようにパターンの元データのＸ方向の幅を、ビーム経で割り切れるように
縮小すれば、パターン単位の端部はグリッドにのるためビーム径と合ったデータに変換で
きる。そして、図２（３）に示されるように、この描画データを描同時に元のスケールに
戻るように補正をかけて拡大描画を行うことで、各パターン単位がそれぞれ同一の送り条
件にて正しく描画されるようにすることが可能である。尚、上述の例は、データの縮小を
行ってから拡大描画を行っているが、データの拡大を行ってから縮小描画を行ってもよい
。この場合は、パターン単位の描画開始点にパターン単位を頭出し、即ちパターン単位と
送り単位を一致させてもよいし、高い精度が要求されるパターン部に対しても良好なパタ
ーンが描画できるような、パターン単位と送り単位とをずらした位置決めを行ってもよい
。
尚、この方法は、電子線描画機と異なりビーム径の変更ができないレーザ描画装置を用い
る場合に特に有効である。
【００２１】
また、構成４によれば、前記パターン単位に対し、Ｙ方向のスキャン条件についても同一
のスキャン条件で描画することにより、Ｘ方向及びＹ方向の双方において周期的に発生す
るむらを防止することができ、パターン単位における同一箇所の線幅のばらつきを一層低
減することができる。
図３に、パターンの繰り返し単位１１を一つの所定描画単位２０として描画を行う一例を
示す。この場合、例えば図３に示す各所定描画単位２０における左下を常に描画開始点と
する。このような描画を行った場合、例えば、図４に示すように、レーザービームのスキ
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ャン方向（Ｙ方向）に沿って描画機固有の描画精度の差異が発生しても、その差異が各所
定描画単位２０の同じ箇所ｃにくるようにでき、各所定描画単位２０について形状均一性
の高いパターンが描画できる。ここで、各所定描画単位２０における同じ箇所ｃにむらが
ある場合一般にむらとして見えにくいので、むらのないマスクが作製できる。
尚、同一のスキャン条件で描画する方法としては、パターン単位に対しスキャン単位を一
致させる必要があり、その方法としては、例えばヘッドのスキャン単位そのものを変更す
る方法、具体的にはレーザ描画装置の場合はレーザの振り幅を変更する方法又は後述する
ようなヘッドのスキャン単位よりも小さい所定範囲を用いる方法、具体的にはレーザ描画
装置の場合はレーザの振り幅は変更せずにその所定範囲を用いるようにする方法が考えら
れる。この際、ステージの送りピッチも変更することは言うまでもない。
【００２２】
また、構成５によれば、描画装置固有のヘッドのスキャン単位における前記スキャン単位
よりも小さい所定範囲を描画に用いることによってスキャン単位の幅をパターン単位の幅
に一致させる。具体的には、例えば、図５（１）に示すように、装置固有のビームの振り
幅１３に対し、描画に使用するビームの振り幅１３’を、スキャン開始点から所定長さ、
つまり、パターンの繰り返し単位に対応する所定描画単位２０におけるＹ方向の長さに一
致させて描画を行い、常にビームの同じポジションを使って各所定描画単位２０を描画す
ることで、常に同じ条件で各所定描画単位２０を描画できる。この場合、スキャン開始点
から所定長さを使いそれ以降をカットすることによって、一般的にスキャン長が長くなる
程描画精度が悪くなる傾向があるので、描画精度が向上する。具体的には、図５（２）に
示すように、例えば、装置固有のビームの振り幅１３に対し、そのスキャン開始点から描
画データ３０を配置して、描画データ３０の領域だけ描画を行い、描画データのない部分
３１ではシャッタ等でビームをカットして基板上に落とさないようにすればよい。この場
合、装置固有のビームの振り幅１３でステージをピッチ送りする装置固有のピッチ送りデ
ータの代わりに、描画データ３０のＹ方向長さでステージをＹ方向にピッチ送りするデー
タが必要である。ビームの振り幅よりも小さい所定範囲を用いて描画を行う方法としては
、繰り返し用いられる描画データ幅をビームの振り幅よりも小さい範囲のデータ幅とする
方法、ビームのスキャンピッチがパターン単位と一致するように描画装置のパラメータを
変更する方法等が挙げられる。
なお、図５（３）に示すように、装置固有のビームの振り幅１３に対し、その中央部分１
３’’を使用して描画を行うことによって、ビームの振り幅１３における中央部分は周辺
部分に比べ描画精度が均一であるのでより均一性の高い描画が可能となる。この場合、装
置固有のビームの振り幅１３に対し、その中央部分に描画データ３０をオフセットして配
置（描画開始点を変更）して、描画データのない部分ではシャッタ等でビームをカットし
て、描画データ３０の領域だけ描画を行えばよい。本構成によれば、レーザの振り幅を変
更してパターン単位とスキャン単位を一致させるのではなく、レーザの振り幅をそのまま
とし、スキャンの一部分だけを用いることによって装置の改造を行わなくともパターン単
位の幅とスキャン単位の幅を一致させることができるというものである。この場合、パタ
ーン単位と送り単位を一致させてもよいし、高い精度が要求されるパターン部に対して良
好なパターンが描画できるような、パターン単位と送り単位とをずらした位置決めを行っ
てもよい。
【００２３】
また、構成６においては、Ｙ方向について前記パターン単位の幅に対し、スキャン単位の
幅を一致させて描画させることにより同一条件で描画させる際に、描画装置固有のヘッド
のスキャン単位における前記スキャン単位よりも小さい所定範囲を描画に用いることによ
ってスキャン単位の幅をパターン単位の幅に一致させることにより、装置の改造を行わな
くともむらの少ないマスクを作成することができる。
【００２４】
また、構成７においては、繰り返しパターンからなる繰り返しパターン部とその他のパタ
ーンからなる通常パターン部とを含むフォトマスクのパターン描画を、繰り返しパターン

10

20

30

40

50

(7) JP 3590373 B2 2004.11.17



部と通常パターン部を別の描画工程で描画を行い、繰り返しパターン部の描画を、同一の
繰り返しパターンを含むパターン単位に対し、各パターン単位がそれぞれ同一の送り条件
及び／又は同一のスキャン条件となるように描画することによって、繰り返しパターン部
においては一つの繰り返しパターンデータを、繰り返し使用して描画を行うことから、描
画データの容量を低減でき、結果的に描画機および描画機に付随するデータ変換機のデー
タ容量の負荷を低減できる。しかもＸ方向及び／又はＹ方向の双方において周期的に発生
するむらを防止することができ、パターン単位における同一箇所の線幅のばらつきを低減
することができる。即ち、例えば液晶表示パネルに使用されるフォトマスクは、その大半
が画素などの繰り返しパターン部で占められており、この部分における品質は厳しく要求
される。一方その他の部分では比較的ゆるやかな要求スペックである。そこで、高品質が
要求される部分とさほど要求されない部分とで分けて描画を行うことによってそれぞれの
要求スペックを満たすパターンを効率的に形成することが可能である。この場合、繰り返
しパターン部が複数種類ある場合は、特に精密なパターンが必要な繰り返しパターンのみ
を同一の繰り返しパターンを含むパターン単位に対し、各パターン単位がそれぞれ同一の
送り条件及び／又は同一のスキャン条件となるように描画するようにしてもよい。
【００２５】
構成８によれば、繰り返しパターン領域における形状等の均一性が高く、むらの少ないグ
レートーンマスクやフォトマスクを製造できる。また、各画素における形状・寸法等の均
一性が高くむらの少ないグレートーンマスクやフォトマスクを製造できる。さらに、描画
データの容量を低減できるのでグレートーンマスクやフォトマスクの製造が容易となる。
ここで、パターン単位に含まれる画素としては、一画素であることが最も好ましいが、デ
ータ容量や繰り返し描画の制限等の理由から一画素以上の整数個（好ましくは、１０個以
内）としてもよい。
【００２６】
構成９によれば、フォトマスクや通常の半導体用グレートーンマスクでは半導体素子の動
作に影響がなければ目視によるむら等はあまり問題とならないが、ＬＣＤ用グレートーン
マスク等の場合、サイズが大きくマスク上の表示領域のむらを特に嫌うので目視によるむ
ら等が問題となる。したがって、本発明のグレートーンマスクの描画方法及び製造方法は
ＬＣＤ（液晶表示装置）用の大型グレートーンマスク（カラーフィルタや薄膜トランジス
タ（ＴＦＴ）作製用など）やＰＤＰ（プラズマディスプレイパネル）用の大型グレートー
ンマスク等を実用化する上で特に重要である。
また、一つの画素パターンデータを、繰り返し使用して描画を行う場合、描画データの容
量を低減でき、ＬＣＤ用グレートーンマスクのようにデータ容量の大きいマスクの描画に
おいて特に有効である。
【００２７】
また、構成１０にによれば、形状・寸法等の均一性が高くむらの少ないパターンを有する
フォトマスクを得ることができる。
【００２８】
また、構成１１によれば、形状・寸法等の均一性が高くむらの少ないパターンを転写する
ことができる。
【００２９】
以下、本発明の実施例について説明する。

１
実施例１では、ＴＦＴ液晶表示装置用グレートーンマスクの描画において、波長４１３ｎ
ｍのレーザービーム描画装置（ＭＩＣＲＯＮＩＣ社製：ＬＲＳ－８００）を用いた。
まず、透明基板上に遮光膜、ポジ型フォトレジストを順次形成したフォトマスクブランク
を用意した。
一方で、マスク全体を、繰り返し画素パターンからなり、Ｙ方向６０２画素、Ｘ方向２４
００画素の１０．４インチ画素パターン領域と、その周辺の通常パターン領域とに分けた
。
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まず、画素パターン領域については、一画素の描画データを繰り返し描画データとして設
定した。そのデータを繰り返し描画する場合、Ｙ方向については、図５（１）に示される
ように、ビームの振り幅よりもデータを短く設定し、一画素分のデータが描画されるとそ
れ以降はデータは描画されない。その際、ステージの送りピッチがデータに合うように設
定されているので、一画素ピッチでＹ方向へスキャンする。また、Ｘ方向については、図
１に示すようにグリッドの頭１７ａを各画素の左端に位置合わせされるように、設定され
る。
上記のように、Ｙ方向へのスキャン後Ｘ方向に送ることを繰り返しながら上記レジスト付
きフォトマスクブランクのレジスト膜に一画素を一描画単位に一致させて繰り返しデータ
の繰り返し描画を行った。
次に、通常領域の描画を、装置固有の描画単位で描画を行った。
その後、アルカリ現像液にてフォトレジストを選択的に除去し、フォトレジストが選択的
に除去された部分の遮光膜をエッチング等によって選択的に除去して、ＴＦＴ液晶表示装
置用グレートーンマスクを作製した。

マスク全体を画素領域と通常領域に分けることなく、装置固有の描画単位で描画を行った
以外は実施例１と同様にＴＦＴ液晶表示装置用グレートーンマスクを作製した。

実施例で得られたマスクは、比較例で得られたマスクに比べ、各画素内の同一箇所におけ
る寸法ばらつきが減少した。
また、実施例で得られたマスクは、比較例で得られたマスクに比べ、Ｘ方向の位置精度（
ずれ量）が３σでほぼ半減した。
さらに、実施例で得られたマスクの画素領域には目視によるむらは確認されなかったが、
比較例で得られたマスクでは画素領域に目視によるむらが確認された。
また、全ての画素で同じ条件で描画することから、繰り返しパターンのデータを繰り返し
用いることができ、データ容量が少なくて済んだ（通常描画の約１／１０）。本実施例は
、特に、繰り返しパターンのデータ容量が膨大であるようなフォトマスクについて、通常
描画よりもデータ容量を大幅に低減できる。
尚、上記実施例では、一データ（繰り返しデータ）を一画素としたが、一データに複数画
素が含まれるような繰り返しデータとしてもよい。
また、繰り返しパターン部は一つに限らず、同一基坂上に２つ以上の繰り返しパターン部
を有する場合についても各繰り返しパターン部をそれぞれについて上記と同様に描画する
ことができる。
【００３０】

実施例２では、実施例１と同様の描画装置を用い、マスク全体を画素パターン領域と通常
パターン領域を一度の描画工程で行った。つまり　この場合は、画素パターン領域におい
ても、パターン単位をそれぞれ個々の描画データで描画するものである。
まず、透明基板上に遮光膜、ポジ型フォトレジストを順次形成したフォトマスクブランク
を用意した。
一方で、次のように描画データを作成した。
このレーザ描画装置は、ビーム径が０．７５μｍであり、ビーム振り幅は４５３μｍであ
る。また、画素パターン領域においては、一画素がＸ方向に８８μｍ、Ｙ方向に３０７．
５μｍである。
まず、Ｘ方向については、元データのＸ幅を、０．７５（ビーム径）で割り切れる値で８
８（元データ幅）に最も近い値である８７．７５とする。即ち、元データを８７．７５÷
８８＝０．９９７１５９倍にする（縮小する）ような変換を行った。このときのデータは
、一画素につき０．２５μｍ短いデータとなる。このようにして変換したデータを描画時
に元のスケールに戻して描画を行う。即ち、０．２５÷８７．８５×１０６ ＝２４８９ｐ
ｐｍの拡大描画を行うように描画時に補正をかけるようにする。
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次に、Ｙ方向については、図６（１）に示すように、スキャン幅４５３μｍのビームの振
り幅に対し、図６（２）に示すように、データ幅が３０７．５μｍ（Ｙ方向の画素ピッチ
と幅が一致）となるように、元データを描画データに変換する前に、スキャン幅の変更パ
ラメータ変更の専用プログラムを実行することにより行った。
また、図７（２）に示されるように　描画の際は、スキャン幅同士で若干のオーバーラッ
プ部が設定されているが、このオーバーラップ部が画素の主要パターンにあたると、全て
の画素で同じ位置にオーバーラップによる設計線幅からのずれが生じ、素子としての性能
が低下する恐れがある　そのため、図７（１）に示されるようにオーバーラップ部が主要
パターンにあたらないように位置決めを行った。
上記のように、画素ピッチと描画ピッチとがＸＹ方向で同じとなるようにＹ方向へのスキ
ャン後Ｘ方向に送ることにより上記レジスト付きフォトマスクブランクのレジスト膜に描
画を行った。
その後、アルカリ現像液にてフォトレジストを選択的に除去し、フォトレジストが選択的
に除去された部分の遮光膜をエッチング等によって選択的に除去して、ＴＦＴ液晶表示装
置用グレートーンマスクを作製した。

図８（１）及び図８（２）は、それぞれ、上記のように各パターン単位の送り条件を一致
させなかった場合と一致させた場合の各画素での同一箇所における遮光膜パターン線幅の
ばらつきを示すものである。これらの図から明らかなように、パターン単位と送り条件を
一致させた場合（図８（２））の方が、線幅のばらつきが低減できることがわかる。
また、図９（１）及び図９（２）は、それぞれ、上記のように各パターン単位のスキャン
条件を一致させなかった場合と一致させた場合の各画素での同一箇所における遮光膜パタ
ーン線幅のばらつきを示すものである。これらの図から明らかなように、パターン単位と
スキャン条件を一致させた場合（図９（２））の方が、線幅のばらつきが低減できること
がわかる。
上記のような方法で、Ｘ方向及びＹ方向について、全ての画素で同一条件となるように描
画を行い、ＴＦＴ液晶表示装置用グレートーンマスクを作製した。その結果、各画素の同
一箇所における寸法ばらつきが著しく低減した。
さらに、実施例で得られれたマスクの画素領域には目視によるむらは確認されなかったが
、上記のようにパターン単位とスキャン条件を一致させなかった場合得られたマスクでは
画素領域には目視によるむらが確認された。
本実施例の方法は、データの容量は通常描画に比べて若干多くなってしまうが実施例１の
ように２回描画を行わなくてもよいために描画時間は実施例１に比べると短くて済む。従
って、データ容量がさほど大きくないパターンを高精度に描画するのに適している。
尚、上記１実施例では、マスク全体を一度に描画を行ったが、複数のパターン領域に分け
て描画を行ってもよい。
【００３１】
なお、本発明は上述した実施例に限定されるものではない。
例えば、画素の描画に限らず、グレートーンマスクのグレートーン部における繰り返しパ
ターンの描画についても本発明の描画方法を適応できる。この場合、グレートーン部を構
成する微細パターンの形状は図１０（１）に示すライン＆スペース形状に限定されず、図
１１に示すような点線タイプや、ドット形状、格子形状などの繰り返しパターンの描画に
ついても本発明の描画方法を適応できる。グレートーン部は、微細繰り返しパターンから
なるので、本発明の適用が特に効果的である。
また、図１２に示すようにグレートーン部３が半透過膜５で構成されている場合であって
も、画素や周辺パターンなどの繰り返しパターンの描画について本発明の描画方法を適応
できる。
さらに、本発明の描画方法等は、ＬＣＤカラーフィルタ用グレートーンマスクの描画にも
適用できる。
【００３２】
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【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、繰り返しパターン領域における形状等の均一性が高
く、むらの少ないグレートーンマスクが得られる。特に、ＬＣＤの各画素における形状・
寸法等の均一性が高くむらの少ないグレートーンマスクが得られる。さらに、描画データ
の容量を低減できる。
特に、本発明の描画方法及び製造方法は、ＬＣＤ用グレートーンマスクを実用化する上で
必要不可欠である。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明におけるＸ方向の具体的描画方法の一態様を説明するための部分平面図で
ある。
【図２】本発明におけるＸ方向の具体的描画方法の他の態様を説明するための部分平面図
である。
【図３】本発明におけるＹ方向の具体的描画方法の一態様を説明するための部分平面図で
ある。
【図４】図３に示す描画方法を実施した場合の効果を説明するための部分平面図である。
【図５】本発明におけるＹ方向の具体的描画方法のさらに他の態様を説明するための部分
平面図である。
【図６】本発明の実施例２におけるＹ方向の具体的描画方法を説明するための部分平面図
である。
【図７】本発明の実施例２におけるＹ方向の具体的描画方法を説明するための部分平面図
である。
【図８】パターン単位と送り条件を一致させなかった場合と一致させた場合の各画素での
同一箇所における遮光膜パターン線幅のばらつきを示す図である。
【図９】パターン単位とスキャン条件を一致させなかった場合と一致させた場合の各画素
での同一箇所における遮光膜パターン線幅のばらつきを示す図である。
【図１０】グレートーンマスクを説明するための図であり、（１）は部分平面図、（２）
は部分断面図である。
【図１１】グレートーン部の他の態様を説明するための部分平面図である。
【図１２】グレートーン部のさらに他の態様を説明するための部分平面図である。
【図１３】描画機固有の描画単位を説明するための部分平面図である。
【図１４】１回のスキャンで描画する描画機固有の描画範囲を説明するための模式図であ
る。
【図１５】描画機固有の描画単位で描画を行った場合の弊害を説明するための部分平面図
である。
【図１６】描画機固有のビームの振り幅で描画を行った場合について説明するための部分
平面図である。
【図１７】グリッドのずれを説明するための部分平面図である。
【図１８】グリッドのずれによる弊害を説明するための部分平面図である。
【符号の説明】
１　　　遮光部
２　　　全透過部
３　　　グレートーン部
３ａ微細遮光パターン
３ｂ　　微細透過部
４　　　所定領域
１０繰り返しパターン領域
１１　　　パターンの繰り返し単位
１２　　　描画機固有の描画単位
１３　　　描画機固有のビームの振り幅
１３’　　描画に使用するビームの振り幅
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１４　　　画素パターン（画素）
１５　　　チャネル部分
１６　　　画素のＸ方向の長さ
１７　　　グリッド
１７ａ　　グリッドの頭
１８　　　パターン
２０　　　所定描画単位
３０　　　描画データ

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】
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